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第 1 章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧等 

 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」（平成 9年法律第 81号）第 7条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意

見を求めるため、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成した旨及びその他事項を公

告し、方法書及びその要約書を公告の日から起算して 1月間縦覧に供するとともに、インターネッ

トの利用により公表した。 

 

(1) 公告の日 

令和 6年 10月 22日（火） 

 

(2) 公告等の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

令和 6年 10月 22日（火）付けの以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。〔別紙 1参照〕 

・北海道新聞（朝刊 旭川北見版：33面） 

・日刊宗谷 （朝刊 宗谷郡部版： 2面） 

 

② 広報誌等によるお知らせ 

上記の公告に加え、自治体の協力のもと、縦覧及び説明会開催の「お知らせ」を実施した。 

・枝幸町広報誌「広報えさし 10月号」へ掲載（令和 6年 9月 26発行）〔別紙 2-1参照〕 

・枝幸町民向けケーブルテレビ「ＥＯＳチャンネル」で令和 6年 10月 22日(火)から 

令和 6年 11月 21日(木)まで文字放送を実施〔別紙 2-2参照〕 

 

③ インターネットの利用によるお知らせ 

当社のウェブサイトに加え、自治体のウェブサイトで「お知らせ」を掲載した。 

・九電みらいエナジー株式会社 ウェブサイト〔別紙 3-1参照〕 

https://www.q-mirai.co.jp/news/archives/471 

・北海道 ウェブサイト〔別紙 3-2参照〕 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/assesshp/203503.html 

・枝幸町 ウェブサイト〔別紙 3-3参照〕 

https://www.esashi.jp/esashi_news/news/windfarm.html 

 

(3) 縦覧場所 

自治体庁舎 3箇所において縦覧を行った。 

また、インターネットの利用により、当社ウェブサイトで公表した。 

① 自治体庁舎での縦覧 

・枝幸町役場 町民課 

・枝幸町役場 歌登支所 

・北海道宗谷総合振興局 保健環境部 環境生活課 
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② インターネットの利用による公表 

当社のウェブサイトに、方法書及び要約書を掲載した。〔別紙 3-1参照〕 

また、自治体（北海道及び枝幸町）のウェブサイトと当社のウェブサイトとをリンクする

ことにより、自治体ウェブサイトから方法書及び要約書を参照可能とした。 

〔別紙 3-2、3-3参照〕 

・九電みらいエナジー株式会社 ウェブサイト 

https://www.q-mirai.co.jp/news/archives/471 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：令和 6年 10月 22日（火）から令和 6年 11月 21日（木）まで 

 （土曜日・日曜日・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び閉庁日は除く。） 

・縦覧時間：枝幸町役場町民課及び歌登支所は、8：30から 17：15まで 

北海道宗谷総合振興局 保健環境部 環境生活課は、8：45から 17：30まで 

 

なお、インターネットの利用による公表については、方法書についての意見書提出期間と

同じ令和 6 年 10 月 22 日(火)から令和 6 年 12 月 5 日(木)までとし、常時アクセス可能な状

態とした。 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧場所における縦覧者数は、アンケート方式により集計したところ 8名であった。 

総数 

（内訳） 枝幸町役場 町民課              ：1名 

枝幸町役場 歌登支所             ：7名 

北海道宗谷総合振興局 保健環境部 環境生活課  ：0名 

 

※参考   縦覧期間中における当社ウェブサイトへのアクセス件数：532件 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」（平成 9年法律第 81号）第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周

知するための説明会を開催した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

①日刊新聞紙等による公告 

説明会の開催公告は、方法書の縦覧に関する公告等と同時に行った。 

 

②日刊新聞紙の折込みチラシによるお知らせ〔別紙 4参照〕 

枝幸町内の日刊新聞購読世帯に、令和 6 年 11 月 1 日（金）の折込みチラシで説明会開催

の「お知らせ」を配布した。 

 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

① 令和 6年 11月 8日(金) 13時 30分から 15時 15分 

・開催場所：歌登地域総合センター（枝幸郡枝幸町歌登東町 106−19） 

・来場者数：37名 

 

② 令和 6年 11月 9日(土) 13時 30分から 15時 10分 

・開催場所：枝幸町中央コミュニティセンター（枝幸郡枝幸町本町 880番地） 

・来場者数：10名 
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」（平成 9年法律第 81号）第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意

見を有する者の意見書の提出を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和 6年 10月 22日（火）から令和 6年 12月 5日（木）まで 

（縦覧期間及びその後 2週間とし、郵送の受け付けは最終日の消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。〔別紙 5参照〕 

①縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

②当社への郵送による書面の提出 

 

(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出は8通、意見総数は26件であった。 
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第 2 章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」（平成 9年法律第 81号）第 8条第 1項の規定に基づき、環境影響評価方法書に

ついて環境の保全の見地から提出された意見総数は 26 件であった。方法書についての意見の概要及

びこれに対する事業者の見解は表のとおりである。 

 

表 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

（意見書１） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 工事前に熊の生息を確認しますか？又は他

の工事で熊が居ましたか？その熊が住みかを

どこかへ変え生息する事例がありますか？ 

熊が居場所を探しに市街地にくるのではと

心配です。 

方法書に記載の調査計画のとおり、約 1 年

間、対象事業実施区域とその周囲でクマを含

む哺乳類について現地調査を実施し、結果に

ついては、専門家に相談の上、今後の対応を

検討することとしております。 

なお、令和 5 年 10 月に対象事業実施区域内

に風況観測塔を設置しておりますが、これま

でのところ設置工事や定期点検においてクマ

の生息は確認されておりません。 

 

（意見書２） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 4.1.2 選定の理由 表 4.1-3 
超低周波音について、「健康影響について

明らかな関係を示す知見は確認できないこと
から」と書かれてますが、（正確でないた
め）、知見の有無を確認した範囲を明確にし
てください。 

 
 
 
 
 

 
風車の影について、「施設の稼働に伴い発

生する風車の影が影響を及ぼす可能性がある
ことから」と書かれていますが、（正確でな
いため）、影響を及ぼす可能性があると判断
した根拠を明確にしてください。 

超低周波音につきましては、環境省による
「風力発電施設から発生する騒音等への対応
について」（風力発電施設から発生する騒音等
の評価手法に関する検討会、平成 28 年）にお
いて、専門家による審査を経て医学会誌等に
掲載された査読を経たレビュー（総説）論文
及び海外政府機関による報告書等を中心に整
理した結果として「風力発電施設から発生す
る超低周波音及び低周波音と健康影響につい
ては、明らかな関連を示す知見は確認できな
かった」ことが記載されております。 

 
風車の影については、「発電所に係る環境影

響評価の手引」（経済産業省、令和 6 年）にお
いて、「発電所の運転に伴い、回転する翼の影
により地上に明暗が生じ（シャドーフリッカ
ー）、住宅等がこのシャドーフリッカーの範囲
内に入っている場合、住民が不快感を覚える
ことが懸念される」とされていることを踏ま
え、影響を及ぼす可能性があることを判断し
ております。 
また、日本国内において風車の影による影響

範囲に関する定義等はありませんが、「Planning 
for renewable energy - a companion guide to 
PPS22」（Office of the Deputy Prime Minister、
2004 年）によれば、風車の影による影響はロー
ター直径の 10倍（10D）とされております。 
本事業が現在検討中の風力発電機のローター

直径は最大 136mであり、風車の影の影響が及ぶ
範囲は、各風力発電機設置予定位置から約
1.36km となることから、各風力発電機設置予定
位置から約 2.0km の範囲を調査地域として設定
しております。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

2 4.1.3 計画中の風力発電事業との累積的な影
響 表 4.1-4 
超低周波音について、「計画中の他事業と

は約 10km と十分な離隔があり・・・・累積
的な影響は想定されない」と書かれています
が、影響がないことの知見を明確に示してく
ださい。 
 
 
 
 
風車の影について、「計画中の他事業とは

約 10km と十分な離隔があり・・・・累積的
な影響は想定されない」と書かれています
が、影響がないことの根拠となる知見を明確
に示してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
動物 重要な種及び注目すべき生息地につ

いて、施設の稼働では、「計画中の他事業と
は約 10km と十分な離隔があり・・・・累積
的な影響は生じない」と書かれていますが、
渡り鳥にとっては、風車が隣接することによ
り渡りのルートが狭まり、バードストライク
のリスクなどが増えると考えます。「影響は
生じない」という根拠となる知見を示してく
ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生態系 地域を特徴づける生態系につい

て、施設の稼働では、「計画中の他事業とは
約 10km と十分な離隔があり累積的な影響は
生じない」と書かれていますが、山林の生態
系は複雑であり影響はあると考えます。「影

超低周波音に関する音の伝搬につきまして
は、「よくわかる低周波音」（環境省、平成 19
年）によると、「低周波音も音の仲間なので、
発生源から離れるにつれて音の大きさは小さ
くなります」と記載されております。計画中
の他の風力発電事業とは約 10km 離れており、
超低周波音は本事業と他の風力発電事業の中
間域に到達するまでに十分に小さくなること
から、超低周波音による他の風力発電事業と
の累積的な影響は想定しておりません。 

 
風車の影につきましては、日本国内におい

て風車の影による影響範囲に関する定義等は
ありませんが、「Planning for renewable 
energy - a companion guide to PPS22」
（Office of the Deputy Prime Minister、
2004 年）によれば、風車の影による影響はロ
ーター直径の 10 倍（10D）とされておりま
す。 
本事業が現在検討中の風力発電機のロータ

ー直径は最大 136m であり、風車の影の影響が
及ぶ範囲は、各風力発電機設置予定位置から
約 1.36km となることから、約 10km 離れた他
の風力発電事業との累積的な影響は想定して
おりません。 

 
鳥類の渡りにつきましては、「環境アセスメ

ントデータベース(EADAS) 風力発電における
鳥類のセンシティビティマップ 鳥類の渡りル
ート」（環境省）によると、対象事業実施区域
及びその周囲には、天塩川沿いに海ワシ類や
ハクチョウ類の渡りルートが存在します。海
ワシ類の渡りは天塩川河口から旭川方面に天
塩川沿いを移動するルートとなっているこ
と、ハクチョウ類の渡りはサハリン方面から
浜頓別町にあるクッチャロ湖を経由して北側
から、または直接北東側から音威子府市街付
近（本対象事業実施区域の西側）の天塩川周
辺に移動し、天塩川沿いを旭川方面に移動す
るルートとなっていることから、他の風力発
電事業のエリアを渡り鳥が回避した場合でも
渡りのルートは天塩川沿いに収束するものと
想定しており、約 10km 離れた本事業で計画し
ている対象事業実施区域まで迂回することは
ないと考えております。そのため、他の風力
発電事業との累積的な影響は想定しておりま
せん。 
なお、渡りのルートの幅が広く、今後の調

査において多くの渡り鳥が確認された場合や
新たな知見等から、他の風力発電事業との累
積的な影響の可能性が考えられる場合は、新
ためて検討することとしております。 

 
山林の生態系については、他の風力発電事

業とは約 10km の離隔があり、その間には北見
幌別川等の河川及びその周囲の採草地（牧草
地）等により山林環境が分かれていることか
ら、それぞれの山林における生態系が、本事
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No. 意見の概要 事業者の見解 

響は生じない」という根拠となる知見を示し
てください。 

業と他の風力発電事業の両事業により影響を
受けることはないと考えております。 
また、自然環境要素が複雑に関係する生態

系のメカニズムを全体的にとらえる範囲（単
位）として、「流域」という見方もあります
が、本事業と他の風力発電事業はそれぞれ別
の流域に位置していることから、流域の観点
からみても本事業と他の風力発電事業との累
積的な影響は想定しておりません。 

3 表 4.2-1(3)専門家等への意見聴取の結果（専
門家 C)【2/2】 
「「環境として、チュウヒが繁殖できるよ

うな平坦部がないので、ここでは対象にしな
い」旨の記載を入れたほうが、整合性がとれ
てよいのではないかと考える。」との意見が
書かれていますが、そもそも、保全のリスト
に掲載されているチュウヒを、文章の整合性
の観点から対象から外すことは、環境影響評
価が事実に基づき的確にされていると言えな
い可能性がありますので、再評価を求めま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 4.2-1(7)専門家等への意見聴取の結果（専
門家 G)【1/2】 
「既存の現存植生図等は古い情報であるた

め」と、書かれているように、まず、第三者
の植生を評価する機関による現地評価を実施
するように要望します。 

方法書の記載につきましては、主に文献に
よる情報をもとに検討しており、対象事業実
施区域及びその周囲での生息の可能性が低い
動物の情報も含まれております。 
ご指摘にありました生態系調査の上位性注

目種の選定におけるチュウヒに関する記載に
つきましては、「文章の整合性」ではなく、
「選定にあたっての考え方の整合性」という
観点から、選定理由として対象事業実施区域
及びその周囲における繁殖・採餌利用の可能
性の有無からも記載したほうが良いというこ
とを専門家から助言いただいたと認識してお
ります。そのため、方法書では選定条件とし
て繁殖・採餌利用の可能性の有無について記
載し、チュウヒについては草地環境を主な生
息地として繁殖・採餌利用する種であり、樹
林環境を主体とする対象事業実施区域及びそ
の周囲においては利用の可能性が低いことか
ら、上位性注目種の選定候補から除外いたし
ました。専門家への意見聴取に関する方法書
図書への記載内容につきましては、専門家に
確認いただいておりますが、今後、図書への
記載に際しては、誤解を招くような表現がな
いよう努めてまいります。 
 
植生につきましては、現地調査を実施し、

調査結果をもとに作成した植生図により各植
生群落の生育分布状況を踏まえ、予測及び評
価を実施することといたします。 
現地調査は、北海道の植物・植生群落に精

通し経験豊富な調査技術者、国からの業務委
託の資格要件ともなる技術士（環境関連分
野）や生物分類技能検定の資格を有する調査
技術者またはそれらの技術者が在籍する環境
コンサルタント会社に調査を委託し、調査精
度の確保・管理に努めてまいります。 
また、調査結果については、学識経験者や

専門家に確認いただくこととしております。 

4 表 4.2-4 超低周波音に係る調査、予測及び評
価の手法 
2．調査の基本的な手法に、「G 特性音圧レ

ベル及び 1/3 オクターブバンド音圧レベルを
測定」となっていますが、周波数分析によ
る、周波数ごとの音圧レベルの測定を要望し
ます。 
貴社が環境に貢献する企業であること、地

域に寄り添う取組の企業であるので、是非追
加の測定を実施し、地域の理解を図るように
お願いします。 

超低周波音調査の基本的な手法につきまし
ては、「低周波音の測定方法に関するマニュア
ル（環境庁、平成 12 年）に基づき、1/3 オク
ターブバンド音圧レベルを測定し、周波数ご
との音圧レベルとして整理いたします。ま
た、超低周波音の調査、予測及び評価の結果
につきましては、準備書段階において丁寧に
説明を行うことで、地域の皆さまの信頼、ご
理解をいただけるよう努めてまいります。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

5．調査期間等に、「状況を代表する 4 季に
3 日間」となっていますが、風が強い日に調
査を実施していただくようお願いします。 

超低周波音の調査時期等につきましては、
同マニュアルにおいて、低周波音の測定は風
の影響を強く受け、風により発生する雑音に
より正確な低周波音のデータを得ることがで
きないため、風が強いときは低周波音の測定
をしないほうが無難であるとされていること
を踏まえ、風の強い日を避けて、「状況を代表
する 4 季に 3 日間」に超低周波音の測定を行
うこととしております。 

5 方法書の縦覧場所について 
実施予定地の近隣には、中頓別町（小頓別

秋田地区）の住宅があります。今回の縦覧場
所に中頓別町役場が含まれていない理由、及
びのその判断の根拠となる知見を明確にして
もらうよう、お願いします。 

発電所アセス省令第 18 条では、環境影響を
受ける範囲と認められる地域について、次の
ように規定されております。 
①対象事業実施区域及びその周囲１キロメー
トルの範囲内の区域であること。 

②既に入手している情報によって、一以上の
環境要素に係る環境影響を受けるおそれが
あると判断されること。 
本事業では、上記②の内容を踏まえ、風力

発電事業における環境影響が最も広範囲に及
ぶ環境要素を「景観」としております。景観
に関しては「景観対策ガイドライン(案)」
（1981 年、UHV 送電特別委員会環境部会立地
分科会）によると垂直見込角 1 度は「十分見
えるけれど、景観的はほとんど気にならな
い」とされていることから、風力発電機設置
予定位置から垂直見込角１度の範囲を「環境
影響を受ける範囲」(約 11.4km)として設定し
ております。 
中頓別町には、垂直見込角１度の範囲に風

力発電機が視認される主要な眺望点及び身近
な眺望点がないことから、関係地域に該当し
ないものとさせていただいております。 
なお、風力発電機が視認できる可能性のあ

る領域が存在する近隣自治体(中頓別町、音威
子府村及び美深町)に対しては、関係地域を枝
幸町とすることでご理解を得ております。 

6 住民説明会の開催時期について 
貴社として、地域との連携を図る方針なら

ば、風況観測などの開始前に説明会を実施す
べきと考えますが、本件に対し、貴社の見解
を求めます。 
 
以上、明確な回答を求めます。 

風況観測機器の設置及び猛禽類調査の計画
につきましては、令和 5 年 8 月に事前に関係
自治体及び地元自治会区長様への説明を行っ
ております。 
今後も引き続き、環境影響評価における現

地調査に関する説明会や準備書段階及び着工
前における説明会等を開催するとともに、都
度、地元説明会等を行い、地域の皆さまにご
理解いただけるように努めてまいります。 
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（意見書３） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 ①自然環境調査、特に鳥類調査について 
調査期間、調査時期を詳細に示すチャート

図が必要である。調査時期などは表 4-2-9 の
中に個々に示されてはいるが、非常に理解し
づらい。1 年、1 月、旬間に当てはめた調査
予定の図を作成されていないのは何か理由が
あるのだろうか。恣意的な物を感じるのは穿
った見方だろうか。 

 
当日資料の P12 に事業スケジュールが示さ

れているが、希少猛禽類の調査期間が 2 年に
満たないのは信じられない。事業者の今調査
に対する姿勢を疑う。 
 
 
 
 
 
鳥類調査に限らず自然環境調査は最低 3 シ

ーズン必要だと私は考えている。何も基礎デ
ータがない、文献のデータしかない処での自
然環境調査では尚さらである。既成事実を積
み上げるだけの調査にしか感じられない。 
 
 
学識経験者への聞き取りの中で、キンメフ

クロウ、スズメフクロウの言及がある。この
2 種は冬鳥と考えられる。なので秋期から冬
期にかけての調査が重要になるが、具体的な
調査については言及がないし、調査期間も示
されていない。キンメフクロウは繁殖の可能
性もあるので、事業予定地だけでなくより広
い範囲の調査が求められるので実施すべきで
ある。また冬鳥は年によっての渡来状況が極
めて大きいのでたとえ 2 シーズンの調査であ
っても調査としては不十分である。 
 
 
 
 
 
 
北海道とくに道北地域において生息確認や

生態調査が難しいのはハチクマだと考える。
この辺に留意して猛禽類の調査を進めること
が大切である。 
 
 
 
オジロワシ、オオワシについては渡りのル

ートの把握は勿論であるが、冬期はシカ死体
に依存することが確認されている。他にクマ
タカ、イヌワシ（枝幸で越冬の記録あり）も
同様なので冬期の調査はシカの動向を含めた
多面的な調査を検討すべきだろう。 

方法書では、調査期間、調査時期等につい
て詳細に記載しており、更に拡大図の添付、
調査地点位置図への植生情報を追加するな
ど、ご覧いただく皆さまが確認し易い図書づ
くりを進めてまいりましたが、ご指摘を踏ま
え、よりわかり易い図書づくりに努めてまい
ります。 

 
 
希少猛禽類調査の調査期間につきまして

は、「猛禽類保護の進め方(改訂版)－特にイヌ
ワシ、クマタカ、オオタカついて－」（平成
24 年、環境省）を参考に、専門家の意見を踏
まえて令和 6 年 1 月から令和 7 年 8 月までの
2 営巣期を対象に計画しておりますが、必要
に応じて追加調査を検討することとしており
ます。 

 
鳥類調査に限らず自然環境調査について

は、「発電所に係る環境影響評価の手引」（令
和 6 年、経済産業省）を参考に検討するとと
もに、専門家からの助言を踏まえて設定して
おりますが、必要に応じて追加調査を検討す
ることとしております。 

 
キンメフクロウやスズメフクロウ等のフク

ロウ類につきましては、専門家の助言をもと
に、鳴き声確認調査及び録音機設置による自
動録音法（録音した音声の分析）を 2 シーズ
ンにわたって実施し、生息情報が確認された
箇所においては、痕跡確認調査（落下羽毛や
ペリット等の確認）の実施により生息状況を
確認することとしております。 
調査範囲は本地域における生息情報が少な

いことから、専門家からの助言に基づいて対
象事業実施区域及びその周囲 5km の範囲を設
定し、広い範囲において生息状況を確認する
こととしております。 
また、渡り鳥調査や一般鳥類調査において

も夜間に調査を実施し、フクロウ類に関する
データの充足を図ることとしております。 

 
ハチクマは生息分布の北限に近い種であ

り、生息確認や生態調査の必要性は高いと認
識しており、調査が難しい種ではあります
が、本種の採餌場となっている可能性がある
養蜂場の分布等周辺情報の把握に努め、可能
な範囲で調査を進めたいと考えております。 

 
オジロワシ、オオワシにつきましては、冬

季におけるシカの死体への依存にも留意し、
シカの死体が確認された場合は位置情報を記
録することとしております。 
また、哺乳類調査ではシカの生息状況につ

いても確認いたします。その他、クマタカ、
イヌワシについても、いただいたご意見を踏
まえ、調査を進めることしております。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

2 ②景観について 
風力発電施設のなかで発電機の形状は特殊

であり自然界には存在しなえないものであ
り、自然風景の中に突然現れると大きな違和
感があるし、場所によっては強烈な威圧感を
受ける。風発の景観調査の中ではいつも視角
1％を超えないので問題はないと結論され
る。昼間であればそれも一つの理論なのだろ
うが夜間については考慮されていないのはど
うしてでしょう。風発発電機は航空法の決ま
りだと思うが夜間に航空標識として灯りを点
灯する決まりになっている。 
しかし風発の景観調査の中で夜間の景観に

対して配慮されたというのを私は知らない。
この歌登事業地の場合は夜間、函岳からの眺
望を調査すべきである。函岳は本道最北の
1000m 峰であり、山頂まで車道が通り、誰も
が手軽に訪れられる景勝地である。近年は夜
間の星空を眺めるスポットとして人気が高く
なっている。函岳山頂から北方向を眺める
と、この風発施設がまともに視界に入る。夜
間であれば点減する航空標識が 10 個も見ら
れるのである。星空を眺める場所にあってそ
れは非常に不自然な風景になるのではないだ
ろうか。将来、星空を眺められる観光地とし
て函岳山頂を売り出そうと考えた時に、風発
発電機の航空標識灯はマイナスでしかない。
つまり観光地としての価値が風発施設により
半減するという事だ。 
是非とも夜間の景観詞査をしてもらいた

い。自然環境調査は一律で行うものではな
く、地域特性を考慮して行うものと思う。 

景観の調査地点（眺望点）につきまして
は、関係自治体や観光協会等に聞き取りを行
い、いただいたご意見を踏まえて主要な眺望
点及び身近な眺望点を選定しております。 
夜間の景観調査につきましては、夜間景観

を観光資源とする施設等の管理者に聞き取り
を行い、必要に応じて適切な対応を検討する
こととしております。 
また、函岳につきましても、函岳を観光資

源とする美深町に景観に関する聞き取りを行
っておりますが、改めて夜間景観について聞
き取りを行い、必要に応じて適切な対応を検
討することとしております。 
なお、風力発電設備に設置する航空障害灯

の設置基準が令和４年に見直され、低光度航
空障害灯の設置が認められたことから、航空
障害灯による影響を低減できるよう検討する
こととしております。 

3 ③方法書の縦覧等について 
方法書の縦覧方法はいつまでたっても変わ

らないのはどうしてでしょう。何かで決めら
れたモノの通りに行われているのでしょう
が、このままでいいと考えますか。これだけ
実績のある事業者でなるなら、その辺を他の
事業者の先頭になって変えていく気概があっ
てほしいと思うのですがいかがでしょう。役
場での縦覧、ネットでの縦覧では詳細に検討
するのは難しい部分があります。せめて必要
部分はコピーしてくれるくらいのサービスが
必要だと思います。ここでも恣意的な物を思
ってしまうのです。地域とよりよい関係を構
築していこうとするならば、まずはここから
始めてほしいと考えます。 

縦覧場所での方法書、要約書のコピー配布
やインターネット公表でのダウンロード・印
刷につきましては、情報の正確性を保ち、第
三者による切り取りなどにより偏った情報が
拡散されることを防止するために制限してお
ります。 
しかしながら、図書の公開が住民の方々と

の相互理解促進のためにも、重要な位置を占
めていることから、環境影響評価法に定めら
れた方法書、要約書に加えて方法書の記載内
容をご理解いただきやすく整理したパンフレ
ット（あらまし）を作成し、縦覧場所で配布
しており、インターネット公表では、準備書
手続きまでダウンロード・印刷可能とし利便
性の向上に努めてまいります。 

4 ④説明会での質問事項とその返答について 
説明会での質問は準備書に対しての意見と

しては取り扱いません、と最初に説明があり
ましたが、まったく失礼な話だと思いません
か。質問は聴きっぱなしです、という事です
からね。意見のある人は文書でだせ、と言う
のは傲慢以外の何物でもありません。質問を
聴きっぱなしと言うのであれば、説明会での
返答はどういう扱いになっているのでしょ
う。正式な回答ではありませんという事でし
ょうか。それなら準備書に寄せられた意見要

方法書説明会につきましては、環境影響評
価法に基づき実施しており、方法書の記載内
容についてより一層のご理解を頂くために行
っております。 
方法書について、環境の保全の見地からご

意見をお持ちの方のご意見を確実にお受けで
きる方法として意見書の書面とさせて頂いて
おります。 
説明会で頂戴しました皆さまからの本事業

に対する貴重なご意見やご質問、ご要望につ
きましては、事業者として真摯に受けとめ、
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No. 意見の概要 事業者の見解 

望に対しては、正式に文書で回答するとでも
いうのでしょうか。こんな文句も言いたくな
ります。 

事業計画への反映について検討させていただ
くこととしております。 

5 ⑤その他 
説明会で自然環境調査について質問させて

いただきましたが、コンサルの返答は酷いも
のでした。あの業者に調査を任せて大丈夫で
すか。余計なことですがとても気になりまし
たので意見させていただきます。 
 
＊：誤字脱字ありましたらお許しください 

当社としましては、北海道の地域状況や環
境関連の調査及びコンサルタント業務に精通
し実績のある環境コンサルタント会社を選定
しております。 
今後の現況調査、予測及び評価、準備書の

作成においても、これまで以上に連携、協同
を図りながら対応してまいります。 

 

（意見書４） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 ①丘陵地山間尾根部分の開発になりますが、
基礎部分も深い改変になります。 
稼働後の排水の流れや混濁を継続的に測る

必要があります。 
「表 4.1-2 環境影響評価の項目の選定」

に施設の稼働後の水環境が入っていません 
多くの川の水源地であり継続的な調査が必要
です。 

河川の水環境について、工事中において

は、風力発電機のヤードに沈砂池を設置し、

降雨時の排水は沈砂池で土砂を沈降させた

後、上澄みを排水する計画としております。 

また、施設の稼働後においては、沈砂池の

機能が維持されるよう定期的に点検管理を行

うこととしております。 

したがいまして、水の濁りによる水環境へ
の影響が最も懸念される工事中を対象に予測
及び評価を実施し、環境保全措置の検討を行
うこととしております。 

2 ②将来の現況復帰が事業主の責任になります
が、その費用を自治体に預け、災害時などの
対応も明確にしていただきたいともいます。 

事業終了後の原状回復は、地権者と施工方
法など協議を行った上で、事業者が責任を持
って対応してまいります。また、撤去工事費
用については当社が事業期間に積み立てを実
施してまいります。 
災害予防として、風力発電機の設置場所

は、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区
域から除外しております。万が一、災害が発
生した場合につきましては、本事業に起因す
る災害と認められる場合、事業者が責任を持
って適切に対応してまいります。 

3 ③要約書 図 4.2-13 
生態系上位性(オオタカ)に対する調査から

予測までの流れ(想定)に対策が入っていませ
ん。具体的なプランを入れてください。 

 

要約書の図 4.2-13 では、調査から解析・予
測までの流れを示しており、対策等の環境保
全措置については、予測及び評価結果（影響
の内容）に応じて、具体的に検討することと
しております。 
そのため、準備書段階において、影響の内

容に応じて必要な対策等の環境保全措置を示
すこととしております。 
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（意見書５） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 枝幸町は山海の幸が豊かな町であり、第一
次産業である漁業、酪農、林業の町でもあり
ます。枝幸町ではゼロカーボンシティ宣言を
掲げて、二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指
しておりますが、今回の風力発電について
は、豊かな山林を切り開き、自然的な循環環
境を代替えして発電するエネルギーと感じま
す。森林が存在することで光合成により二酸
化炭素が飽和され、大雨による河川の汚濁防
止、森林性鳥類や猛禽類の生息地にもなって
おり、森林自体が二酸化炭素飽和のみなら
ず、自然環境に大きな役割を果たしていま
す。 
今回の風力発電が現実化し、自然豊かな山

林を切り崩し次から次へと、再生可能エネル
ギーを建設した場合、枝幸町の山林や農地が
減少してしまい、基幹産業である漁業、酪
農、林業に対する影響が懸念されます。 
枝幸町は渡り鳥の白鳥やオオワシなどの経

路でもあり、大幅な渡り鳥の経路変更は、個
体の存続に影響を与えることが知られていま
すし、山林の減少により、河川の汚濁や、自
然形態のバランスが崩れることで、既存の植
物は減少し、生息動物は生息エリアが減少し
て山林から市街地へと生息地を広げ、住民や
漁業、酪農業への影響、環境への影響、将来
的に大規模な景観改変、住民の健康被害の恐
れもあります。ゼロカーボンの方法は風力発
電のみではなく、地域の取組としてゼロカー
ボンシティ宣言をしており、地域の産業や住
民が取り組める方法で、二酸化炭素排出量ゼ
ロを目指すと理解しております。 
国の脱炭素化やエネルギー自給率向上へ貢

献が、かけがえのない枝幸町の環境や景観を
改変し、基幹産業で働く人々や、地域住民に
負担や我慢を強いるべきでなく、ゼロカーボ
ン運動の脱炭素化に向けての経済効果の前
に、枝幸町の産業と住民の安心安全に対して
の配慮を十分に行い、植物や森林が吸収する
二酸化炭素と、再生可能エネルギーによる二
酸化炭素削減の数値が比較できる調査を希望
し、慎重かつ適切な影響評価を行うべきであ
ります。 

周辺住民の方々の生活や漁業、酪農、林業
といった基幹産業に影響が出ないよう十分に
配慮した事業を検討することといたします。  
特に林業に関しては、本事業で新設する道

路や整備した既設林道を林業にも活用して頂
くことで、施業の効率化にも貢献できるもの
と考えております。 
二酸化炭素排出量の観点では、植物や山林

による吸収量と本事業による削減量を算定、
比較し、本事業を通して枝幸町の二酸化炭素
排出量削減に寄与できるよう努めてまいりま
す。 
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（意見書６） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 図 3.1-17 重要な種（猛禽類）の生息分布＜熊
鷹、大鷹、鷂、蜂熊、尾白鷲、隼＞ 
枝幸町の生息が欠落している。ハチクマは

不明ですが、オジロワシは多いです。内陸に
も生息していますので調査すれば分かる筈で
す。 
図 3.1-19 重要な種分布図＜尾白鷲、丹頂、チ
ュウヒ、犬鷲、熊鷹＞ 
枝幸町の生息が欠落している種あり。また、今

年の夏、実施区域付近にタンチョウが現れてお
り、専門家にお知らせしております。 

方法書の図に示す重要な種の生息分布につ
きましては、最新の文献その他の資料に示さ
れた情報を掲載しております。それに加え
て、専門家に意見聴取を行い、生息情報を補
足しております。今後も引き続き情報収集を
行うとともに、現地調査により猛禽類の生息
状況を確認することとしております。 

2 ◆「キンメフクロウ」は稚内→浜頓別→→上士
幌町糠平では生息している記録がある。 
調査を長く行ってください。通過地点と思わ

れる。 

キンメフクロウ等のフクロウ類につきまし
ては、今後も引き続き情報収集を行うととも
に、専門家の助言をもとに、鳴き声確認調査
及び録音機設置による自動録音法（録音した
音声の分析）を 2 シーズンにわたって実施
し、生息情報が確認された箇所においては、
痕跡確認調査（落下羽毛やペリット等の確
認）の実施により生息状況を確認することと
しております。 
なお、調査範囲は本地域における生息情報

が少ないことから、対象事業実施区域及びそ
の周囲 5km の範囲を設定し、広い範囲におい
て生息状況を確認することとしております。 

3 ◆鳥類は、限られた日数の 1 シーズン位では
調査不足と言わざるを得ません。短すぎま
す！ 

鳥類調査につきましては、「発電所に係る環
境影響評価の手引」（令和 6 年、経済産業省）
を参考とし、専門家の助言を踏まえて設定し
ておりますが、必要に応じて調査の追加を検
討することとしております。 

4 ◆【風の道は、鳥の道でもあります！】豊か
な「森と海の町」である枝幸町の森林。その
森林は温暖化の影響があった時、それを抑制
し食料生産を可能にする場所です。樹林下の
水は冷たく、生物を潤します。 
樹木を伐って植林してこそ CO2 の吸収を促

します。風発タワーを植えてもできないこと
です。その上、工事個所から、乾燥や崩れる
ことが想像されます。「蟻の一穴」と。 
その広い作業道には、鹿やそれを追う羆が

樹木に与えるリスクは大きいと思います。 

本事業では、対象事業実施区域の選定にあ
たっては、環境に配慮し、水源涵養保安林等
の改変を避けるように検討しております。 
今後も地権者に相談しながら、森林への直

接的または間接的な影響が極力軽減できるよ
う努めてまいります。 

5 ◆コウモリについては、説明会でお願いしま
した。そのほかに。 
コウモリは直接当たるというより、風圧に

よる被害を受けるようですが、その証拠とな
る死体を見つけられない状況下にあります。
人体に大きな病気を与える＜蚊＞を餌とする
コウモリは益獣であります。軽んじてはいけ
ないことだと思っています。 

コウモリ類につきまして、現地調査により
生息状況の確認に努め、最新の知見を参考に
適切に予測及び評価を行い、必要に応じて環
境保全措置を検討することとしております。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

6 ●河川状況（北見幌別川水系） 
ペンケナイ川：東歌登 606-3 道々橋 上流端
→北見幌別川合流点 2.3km 
そこに繋がる藤田の沢において隣接山林箇

所への懸念がある。工事個所から直接影響を
受けた際には、どのように責任を取られるお
考えですか？ 

周辺の河川に影響が生じないよう、工事計
画の検討を進めてまいります。藤田ノ沢にお
いても現地調査を実施した上で、予測及び評
価を行う計画としております。 
また、工事中及び施設の稼働後の降雨によ

る濁水等の排水・処理については、「北海道林
地開発許可制度の手引き」に準拠して計画す
ることといたします。造成工事エリア内に排
水路や沈砂池等を設置し、工事中及び施設の
稼働後に周辺の河川等に影響が生じないよう
に計画することといたします。 
なお、万が一、本事業に起因する河川等へ

の影響と思われる事象が確認された場合は、
関係機関と協議して、事業者が責任を持って
適切に対応することしております。 

7 ●植物に関し。専門家のご意見を聞かれてい
ますが、当町歌登の僅かな一角に「カタク
リ」は存在しますが増えません。旧枝幸地区
は自生もしていません。 
そして「アズマイチゲやエンゴサクがある

かも。」と仰っていましたが、アズマイチゲや
工ゾエンゴサクはふさわしい場所に繁茂しま
す。北海道の土地を知る人に是非調査して頂
きたい。 

植物をはじめ、現地調査につきましては、
動植物の調査項目に応じて、北海道での調査
経験が豊富な調査員を配置して実施すること
としております。 

8 ＜説明会に於いて疑問に思ったこと＞ 
１.ヒグマは見当たらなかったと。調査すれ
ば分かると思いますが→近辺の繋がる林道上
に於いて、いつも大きな糞の塊が見られま
す。ヒグマの行動半径は広い筈ですから精査
してください。「いない」とは言えません。 
 
２.貴重植物を「もし発見したならどのように
なさるか？」に対し明確な指針をお持ちでな
い事を感じました。を感じました。大勢の説
明会参加社員は関与していないのでしょう
か？ 
 
３.太陽光パネルのように、御社が再生不可能
な材料で作られたもの使ってエネルギー推進
している姿勢には疑問があります。ゴミとな
るものの再生可能にする努力をすることが社
会的責任だと思います。頑張ってください‼ 
 
４.風車タワー等の劣化や故障倒壊に於いては
「御社が処理をする」と明言しましたね。是
非とも、九州電力の名に恥じぬ立派な仕事を
成し遂げてください。 
 
 
 
★★最後に、森林保護プロジェクトの効果、
その水増しが指摘され、カーボンニュート
ラルに於いても不可解な疑問が投げかけら
れている。 
その事に関し明確なご説明とご意見を公表
して頂きたいものです。御社の企業努力を
切に望みます。 

 
ヒグマにつきましては、地元猟友会等詳し

い方から情報収集を行うとともに、哺乳類調
査のほか、その他の現地調査においてヒグマ
の痕跡等の情報収集に努めてまいります。 
 
 
重要な植物が確認された場合は、可能な限

り回避又は極力低減に努めることしておりま
すが、回避又は低減が難しい場合は、対象種
の生育環境に合った適地に移植する等の環境
保全措置を検討することとしております。 
 
当社事業の過程（工事～運営～撤去）にお

いては、再利用可能なものは可能な限り再利
用し、資源の有効利用・廃棄物の低減に努め
てまいります。 
 
 
風力発電機の劣化につきましては、設備状

態の継続的なモニタリングや定期的なメンテ
ナンスを行い、故障等のトラブルの未然防止
に努めてまいります。故障等が生じた場合に
は迅速かつ適切に復旧対応を行うこととして
おります。 
 
説明会や意見書で頂戴しました住民の皆さ

まからの本事業に対する貴重なご意見やご質
問、ご要望につきましては、事業者として真
摯に受けとめ、今後の事業計画の参考にさせ
ていただきたいと考えております。 
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（意見書７） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 土砂災害の恐れがあることから、本事業計画
の撤回を求めます。 
 
■地すべり地形 
図 2-2.6 に示された新設道路及び風車ヤー

ドは広く地すべり地形の冠頂部にあります
1)。新設道路の幅員は 5m 以上、その両側が数
メートル伐採され、10m から 20m の列状間伐
がなされると推測します。また、風車ヤード
の敷地の伐採は 50 メートル四方以上と推測し
ます。地すべり地形の冠頂部の樹木の伐採や
土地の改変は危険ですからやめてください。 
 
以下に、改変範囲の森林データ 2)を示しま

す。 

林班 小班 樹種 林齢

（年） 

付近の風車 

1119 0001 天然林広葉樹 111 #2,#3 

1120 0008 天然林広葉樹 91 #3 

1114 0001 天然林広葉樹 121 #3 

1114 0002 天然林広葉樹 121 #4,#5,#6 

1121 0010 天然林広葉樹 116 #7,#8 

1126 0003 天然林広葉樹 91 #10 

1126 0002 天然林広葉樹 126 #9 

 
これらの林分は、林齢が約 100 年であるこ

とからも分かるとおり、植林地を守るために
意図して残されたものであり、母樹として残
されるべきものです。 
 
 
なお、地すべり地形分布図 1)は有用ですの

で、準備書以降では掲載してください。 
 
1)防災科学技術研究所 地すべり地形分布図デ
ジタルアーカイブ 
https://dil-opac.bosai.go.jp/publication 
/nied_tech_note/landslidemap/index.html 
 
2)森林計画関係資料オープンデータ（令和 3
年 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk 
/146782.html 

本事業の設置計画においては、今後地形・
地質調査を行い既存の地すべり地形の形状と
分布を詳細に把握し、敷地及び新設道路造成
工事における防災対策、環境保全措置等を行
うこととしております。 
計画立案に際しては、関係法令を遵守する

とともに、関係行政機関と協議の上行うこと
としております。 
 
本事業の設置計画においては、現地調査に

おいて天然林（方法書では自然林と記載）の
分布状況を確認し、影響を回避又は低減する
とともに、地権者及び関係機関にも相談しな
がら、今後育林に支障がないよう検討を進め
てまいります。 
また、地形、地盤調査を十分に行い、専門

家に相談しながら安全な施設配置に努めてま
いります。 
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（意見書８） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 枝幸町は九州の都会にある御社からみれ
ば、荒れ果てた原野にしか見えないでしょう
が、希少な猛禽類のオオワシやオジロワシ、
フクロウ、コウモリ、その他の鳥類、魚、動
物、植物、樹木が、保たれている土地です。
調査にあたっては、地元の自然に関心がな
く、建て主の言いなりになるようなコンサル
タント会社ではなく、地元に長く住み、自然
環境の調査にたずさわってきた人を必ず、ア
ドバイザーとして採用していただくことを強
く求めます。外部のコンサルタントだけでな
く、地元の自然環境の調査、観察に長くかか
わった日本野鳥の会の会員、博物館ボランテ
ィア、学芸員、自然保護団体の会員を入れ、
調査内容をオープンにしてください。 

枝幸町の自然環境は、希少な猛禽類である
オオワシやオジロワシ、フクロウ類、コウモ
リ類をはじめ、さまざまな動物（鳥類、魚類
等）、植物（樹林等）が保たれている貴重な土
地であると認識しております。そのため、調
査にあたっては、地元の自然環境に精通し、
長年調査に携わってきた方々を配置するとと
もに、地元の自然環境に深く関わりのある
方々の意見を取り入れ、調査内容を透明性の
ある形で示すことを検討してまいります。 
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日刊新聞紙に掲載した公告 

 

 

 

北海道新聞 （令和 6年 10月 22日（火） 朝刊 旭川北見版：33面） 

 

 

 

 

 

日刊宗谷 （令和 6年 10月 22日（火） 朝刊 宗谷郡部版：2面） 
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枝幸町広報誌「広報えさし」によるお知らせ 
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枝幸町民向けケーブルテレビ「ＥＯＳチャンネル」での文字放送 

 

 

 

 
（1/2） 

 

 

 

（2/2） 
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インターネットの利用によるお知らせ 

〔九電みらいエナジー株式会社 ウェブサイト（1/2）〕 
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〔九電みらいエナジー株式会社 ウェブサイト（2/2）〕 
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〔北海道 ウェブサイト〕 
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〔枝幸町 ウェブサイト〕 
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 日刊新聞紙の折込みチラシによるお知らせ 

（枝幸町内の日刊新聞購読世帯へ配布） 
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ご意見記入用紙 

 

 
 

別紙 5 




